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新 旧 

 

３.２ 申請場所 

1. 給水装置工事の申請及び手続は、当該工事場所の水道センターで行うこと。 

<解説> 

１．指定工事業者は申込者と工事を契約した後、当該工事に関する必要な関係書類を水道センターの窓口に提出し（表 3-

1）、承認を受けなければならない。給水装置工事の標準的な流れは図3-1のとおりである。 

 

表 3-1 提出先 

センター名 所在地 ＴＥＬ 

藤井寺水道センター 
藤井寺市岡一丁目１番１号 

（藤井寺市役所内） 
072-939-1324(直通) 

泉南水道センター 泉南市樽井737  072-482-6551（直通） 

四條畷水道センター 四條畷市中野本町１番44号 072-876-7402（直通） 

大阪狭山水道センター 
大阪狭山市狭山一丁目2384番地の１ 

（大阪狭山市役所内） 
072-349-9413（直通） 

阪南水道センター 阪南市鳥取74番地の１ 072-470-2155（代表） 

豊能地域水道センター 

（豊能町域及び能勢町域） 
豊能町東ときわ台一丁目２番地の３ 072-738-3311（直通） 

忠岡水道センター 
忠岡町忠岡東一丁目34番１号 

（忠岡町役場内） 
0725-22-1122（代表） 

熊取水道センター 熊取町希望が丘二丁目15番４号 072-452-0357（直通） 

田尻水道センター 
田尻町嘉祥寺375番地１ 

（田尻町役場内） 
072-466-5012（直通） 

岬水道センター 岬町深日2000番地の１ 072-492-4140（直通） 

南河内地域水道センター 

（太子町域、河南町域 

及び千早赤阪村域） 

太子町大字太子353番地の１ 0721-98-5536（直通） 
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（千早赤阪村役場内） 
0721-26-7165（直通） 
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３.３ 事務手続 

２． 工事の申込み 

給水装置工事申込書を水道センターに提出する場合、工事内容により必要添付書類が異なる。（表 3-2）また、「内容」が内

部申請の場合、給水方式や建物階数によって追加で必要となる添付書類がある。（表 3-3）工事の申込みに必要な書類を

確認し、円滑な事務手続きが行えるよう工事内容を充分理解の上、申込みすること。 

表 3-2 工種別に必要な書類 

 

〇：必要な書類    △：必要な場合がある書類 

上記以外の書類が必要な場合があります。その際は水道センターの指示に従ってください。 

 

３． 設計審査 

（３） メーターの設置（給水条例第20条） 

メーターの負担金は水道センターごとに取扱いや金額等が異なるため、表 3-3 に基づき、詳細については申込みを行う水

道センターに確認すること。 

表 3-2 その他費用 
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４.５ 給水管の口径決定 

４.５.１ 基本事項 

３． メーターの口径 

（１） メーターの型式 

水道センターが採用しているメーターの型式は表 4-11のとおりである。 

表 4-11 メーターの型式 
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５.４.２ メーターの設置 

 

３. 水道センターのメーター設置方法 

原則、親メーターを設置すること。各戸の私設メーターや公設メーターの設置方法や検針方法については、水道センターに

よって異なるため、表 5-3を参照し協議すること。 

表 5-3 メーターの設置方法 
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